平成20年4月改定


おもちゃ病院協会　会則
第１条（名称）

　　　　本会は「日本おもちゃ病院協会」と称する。

第２条（目的）

　　　　本会は、おもちゃ病院における「おもちゃドクター」として、ボランティア活動を通じ
　　　　社会に貢献することを目的とする。

第３条（事業）

　　　　本会は、第２条の目的を果たすために次の事業を行う。

　　　　　　１）おもちゃ病院の普及活動
　　　　　　２）おもちゃドクター養成講座（有料）
　　　　　　３）おもちゃドクター技術交流会

第４条（会員）

　　　　本会の会員は、本会の目的に賛同するもので構成し、その区分は次のとおりとする。
　　　　　　１）個人会員　（特に定めなし）
　　　　　　２）団体会員　（公共団体、自治体、民間非営利団体等が主催し、複数のドクターが所属する
　　　　　　　　おもちゃ病院を対象とする。＜社会福祉協議会、ボランテイア協議会、NPO法人等主催す
　　　　　　　　るおもちゃ病院＞
　　　　　　３）賛助会員　（特に定めなし）　

第５条（入会と退会）

　　　　本会への入会と退会は年度内の何時でも出来るものする。
　　　　　　１）入会するものは､所定の申込書に年会費を添えて､事務局宛に申し込む。
　　　　　　２）退会する者は、退会する旨を事務局あてに申し出る。ただし、当該年度の年会費は返却しない。


第６条（役員構成）

　　　　本会は次の者をもって役員を構成し、最大１２名とする。
　　　　　　１）名誉会長
　　　　　　２）会　長　　　１名
　　　　　　３）副会長　　　２名
　　　　　　４）理　事　　若干名
　　　　　　５）監　事　　　２名
　　　　 　
第７条（役員の任務）

　　　　　　１）会長は、本会を代表し会務を総括する。
　　　　　　２）副会長は、会長を補佐し会務の遂行に協力すると共に、
　　　　　　　　会長の不在時は会長の会務を担当する。
　　　　　　３）理事は、会運営に参画し、審議に協力する。
　　　　　　４）監事は、本会の全般に亘り監査し、必要により報告を行う。

第８条（総会）

　　　　本会の総会は、次のとおりとする。
　　　　　　１）定時総会は年１回開催する。尚、必要がある場合は臨時総会を随時開催することが出来る。
　　　　　　２）総会は、個人会員および団体会員を対象とし、その総数の３分の１以上の出席（委任状を含む）によって
　　　　　　　　成立し、その決議は出席総数（委任状を含む）の過半数の賛成をもって有効とする。
　　　　　　３）議長は、会長がその任に当たり、本会の運営上総会の決議が必要と判断する事項について　議案の提案
　　　　　　　　を行う。

第９条（役員会）

　　　　本会の役員会は次の通りとする。
　　　　　　１）原則として、毎月１回以上開催とする。
　　　　 ２）役員と事務局によって構成する。
　　　　　　３）役員会は役員の過半数の出席によって成立し、この出席総数過半数の賛成をもって有効とする。


第１０条（役員・監事の選出）

　　　　　　１）役員は、個人会員の中から個人会員３名以上の推薦により、役員会の承認・提案に基づき、総会決議にて
　　　　　　　　最終選出され、その任期は２年間とする。役員の留任はこれを妨げない。
　　　　　　２）会長・副会長は、役員の中からその互選によって選出する｡
　　　　　　３）監事は、役員の中からその互選によって選出する。

第１１条（顧問・相談役）

　　　　　　１）顧問・相談役を若干名おくことができる。
　　　　　　２）顧問・相談役は役員会の承認によって任命され、任期は定めないものとする｡
　　　　　　３）顧問・相談役は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第１２条（会費）
　　　　本会の会費は、第４条にもとづき、下記の通りとする。
　　　　　　１）個人会員　５，０００円 　（月額　約４１７円）
　　　　　　２）団体会員　
　　　　　　　　　所属おもちゃドクター数　１名～１０名は、１０，０００円
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　１１名～２０名は、１５，０００円
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　２１名以上は　　　２０，０００円
　　　　　　３）賛助会員　（法人・個人問わず）　　　　１口１０，０００円

第１３条（会計年度）

　　　　本会の会計年度は、４月１日より３月３１日までの１年間とする。

第１４条（事務局）

　　　　本会の事務局は、東京都新宿区四谷４－２０　おもちゃ美術館内に置く。

第１５条（会員別規程）
　　　個人会員、団体会員、賛助会員の各規定は別規程は別表の通りとする。
　　（付則）本会則は旧会則に代わって、２００８年４月１日より発効するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　・平成２０年４月１日制定
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